平成２３年度

鳥取県農商工連携促進ファンド事業助成金

【公募要領】

	○受　付　期　間

　平成２３年５月９日（月）～平成２３年６月３０日（木）
○審査会　平成２３年７月２９日（金）予定
○問合せ・申請先

　鳥取市若葉台南７丁目５番１号　

財団法人鳥取県産業振興機構　
新事業創出部　小倉、勝原　

　電　話：０８５７－５２－６７０４
　ファクシミリ：０８５７－５２－６６７３

· 本公募要領は、当財団ホームページ（hhtp://www.toriton.or.jp/）から
ダウンロードできます。


平成２３年４月
財団法人鳥取県産業振興機構
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　平成23年度「鳥取県農商工連携促進ファンド事業助成金」について、公募を行いますので、交付を希望される方は、下記に基づき応募されますようご案内いたします。

１．鳥取県農商工連携促進ファンド事業の目的

　　　　　　本県には豊かな農林水産物が数多くあります。それらを活用して、「食のみやこ鳥取県」にふさわしい、魅力ある産品を生み出すとともに、売れる新商品や新サービスの開発、生産効率を上げるシステムや機械の開発などに取り組み、高付加価値化で県内外に打って出る産業おこしが求められています。

　　　　　　そこで本県の農林漁業者と中小企業者が有機的に連携し、その連携体づくりを促進し、県内産業の活性化を図るとともに、豊かな自然環境を生かした観光農業やバイオマス開発も含め、工夫ある取り組みを重点的に支援することを目的としています。

２．助成対象者

助成事業に応募できる方は、次のとおりです。
1 創業または経営の革新を行う中小企業者と農林漁業者との連携体。（注１）
2 創業または経営の革新を行う中小企業者と農林漁業者との連携体を支援する事業を行う者。（注２）
3 自ら事業を行うＮＰＯ等の中小企業以外の者と農林漁業者との連携体。（注３）

（注1） 中小企業者は独立行政法人中小企業基盤整備機構法（平成14年法律第147号)第2条に定めあるもの（詳細は別紙１のとおり）。農林漁業者は農業者、林業者もしくは漁業者またはそれらがつくる団体（法人含む）。連携体を構成するグループの半数以上が県内に事業所または事務所等を有し、かつ連携体の代表者は県内に事業所または事務所等を有する者であること。
（注2） 連携体支援事業者は県内の農業協同組合、畜産協同組合、森林組合、漁業協同組合、商工会議所・商工会（連合会を含む）、財団法人鳥取県産業振興機構、地方独立行政法人鳥取県産業技術センター、市町村、ＮＰＯ等。
（注3） ＮＰＯ等の中小企業以外の者は、特定非営利活動促進法（平成１０年法律第７号）第２条第２項の規定で設立された特定非営利活動法人（詳細は別紙２のとおり）、並びに農業組合、畜産組合、森林組合、漁業組合、商工会議所・商工会（連合会含む）、鳥取県産業振興機構、鳥取県産業技術センター、地域の協議会組織等であり、かつ事業化を目指す者。ただし、③への助成総額は全体総額の３０％未満とさせていただきます。　　

３．助成対象事業の内容

助成金交付の対象事業の内容は、次のとおりです。

【農商工連携事業】　

下表に掲げる連携体事業（単なる商取引は含まない）で、（１）から（３）のいずれにも該当するもの。

	事　業　名
	取組内容

	「売れる」新商品開発事業
	新商品・新技術・新サービス等の開発のための市場調査、研究、試作品製作、実証実験、モニタリング、商品デザイン開発など

	「元気が出る」生産システムづくり事業
	生産現場における生産効率（技術）向上・改善のための調査、実験、機械・施設開発、新生産システム構築など

	「打って出る」販路開拓事業
	自社商品等の新たな販売方法の開発、展示会・見本市への出展など


（１）中小企業者または自ら事業を行うＮＰＯ等の中小企業以外の者と農林漁業者が連携し、互いの経営資源を活用して、新商品または新サービスの開発等を行うこと。

（２）連携するそれぞれが工夫を凝らした取り組みを行うこと。

（３）地域経済の活性化に資するものであること。

【農商工連携支援事業】
　　展示会・見本市への出展、セミナー開催等の連携体の取り組みを支援する事業。

　　事業対象者は前項２－②の団体、機関です。

４．助成率、助成限度額、助成期間、助成対象経費一覧
	事業区分
	助成率
	助成限度額
	助成期間
	助成対象経費

	
	
	
	
	経費区分
	内　　容

	農商工連携事業
	「売れる」新商品開発事業
	2/3
	5,000

千円
	24月

以内
	謝金
	委員謝金、専門家謝金

	
	
	
	
	
	旅費
	委員旅費、専門家旅費、職員旅費

	
	
	
	
	
	事業費
	会議費、会場借料、通信運搬費、借損料(レンタル料・リース料)、消耗品費、印刷製本費、資料購入費、マーケティング調査費、産業財産権等取得費、雑役務費、委託費（「試験・実験費」に係るものを除く）

	
	
	
	
	
	試作・実験費
	（試作・実験に係る経費）

原材料費、機械装置等購入費、備品費、借損料(レンタル料・リース料)、製造・改良・加工料、試作費、実験費、設計費、委託費

	
	「元気が出る」生産システムづくり事業
	2/3
	2,000

千円
	12月

以内
	謝金
	委員謝金、専門家謝金

	
	
	
	
	
	旅費
	委員旅費、専門家旅費、職員旅費

	
	
	
	
	
	事業費
	会議費、会場借料、通信運搬費、借損料(レンタル料・リース料)、消耗品費、印刷製本費、資料購入費、マーケティング調査費、産業財産権等取得費、雑役務費、委託費（「試験・実験費」に係るものを除く）

	
	
	
	
	
	試作・実験費
	（試作・実験に係る経費）

原材料費、機械装置等購入費、備品費、借損料（レンタル料・リース料）、製造・改良・加工料、試作費、実験費、設計費、委託費

	
	「打って出る」販路開拓事業
	2/3
	1,000

千円
	12月

以内
	謝金
	委員謝金、専門家謝金

	
	
	
	
	
	旅費
	委員旅費、専門家旅費、職員旅費

	
	
	
	
	
	事業費
	会議費、会場借料、通信運搬費、借損料(レンタル料・リース料)、消耗品費、印刷製本費、資料購入費、マーケティング調査費、広報費、サンプル作成費、展示会等出展経費、雑役務費、委託費

	農商工連携支援事業
	10/
10
	3,000

千円
	12月

以内
	謝金
	委員謝金、専門家謝金

	
	
	
	
	旅費
	委員旅費、専門家旅費、職員旅費

	
	
	
	
	事業費
	会議費、会場借料、通信運搬費、借損料（レンタル料・リース料）、消耗品費、印刷製本費、資料購入費、マーケティング調査費、広報費、展示会等出展経費、雑役務費、委託費


５．助成対象経費等
　助成対象経費は事業の実施に必要な経費として明確に区分できるもので、

かつ証拠書類によって金額等が確認できるもののみになります。

①謝金

（ア）委員謝金

当該事業を実施するための委員会等を開催する際に、委嘱した委員に謝礼として支払われる経費

（1） 専門家謝金

当該事業で指導・助言等を受けるために招聘した専門家に謝礼として支払われる経費

（注）委員会等を開催した場合、実績報告には開催日、会議の目的、場所、出席者、会議内容がわかる議事録が必要になります
②旅費

（ア）委員旅費

委嘱した委員に対し、委員会等の出席のための旅費として支払われる経費

（1） 専門家旅費

指導・助言等を受けるために招聘した専門家に旅費として支払われる経費

（ウ）職員旅費

会議の出席または情報収集等を行うための旅費として支払われる経費

（注）スーパーシート、グリーン車等の特別に付加された料金およびタクシー代は対象外とします。実績報告には日時、旅行の目的、行き先、旅行者、旅行の内容を記載した報告書が必要となります
③事業費

（ア）会議費

会議を開催する場合のお茶代として支払われる経費
（イ）会場借料

会議を開催する場合の会場費として支払われる経費
（ウ）通信運搬費

郵便代、運送代等に支払われる経費

（エ）借損料（レンタル料・リース料）
当該事業における会議やイベント等で使用する機械等の借上げ料として支払われる経費（パソコン等の汎用性がある機器は除く）
（オ）消耗品費

消耗品を購入するために支払われる経費

（カ）印刷製本費

パンフレットや資料等の印刷費として支払われる経費

（キ）資料購入費

図書、参考文献、資料等を購入するために支払われる経費

（ク）マーケティング調査費

当該事業にかかる調査・分析等を行うために支払われる経費

（ケ）産業財産権等取得費

当該事業遂行に必要な特許権、実用新案権、意匠権、商標権等を取得するために支払われる経費

（コ）雑役務費

当該事業遂行に必要なイベント等を補助するために臨時に雇い入れた者（パート、アルバイト）の賃金、交通費として支払われる経費

（サ）委託費（一部委託に限る）

当該事業遂行に必要な調査等を委託する際に支払われる経費（試作・実験費に係るものを除く）

（シ）広報費

当該事業遂行に必要なＰＲのために行うポスター等の作成、新聞広告、ＴＶ放映およびラジオ等を活用する費用として支払われる経費
（ス）サンプル作成費

試作品等を作成するために支払われる経費

（セ）展示会等出展経費

試作品等を展示会等に出展するために支払われる経費

④試作・実験費

（注）試作品の開発や実験等を行うために必要なものに限る

（ア）原材料費

試作品の開発や実験等を行うために必要な材料を購入するために支払われる経費
（1） 機械装置等購入費

試作品の開発や実験等を行うために必要な機械装置等を購入するために支払われる経費

（注）機械装置等には生産用設備は含まれません。また、汎用性があり、目的外使用の疑いが強いものについては、助成対象外とする場合があります。

（ウ）備品費

試作品の開発や実験等を行うために必要な備品を購入するために支払われる経費

（注）備品とは、耐久性のある物品で使用により直ちに消耗することなく、かつ通常の状態においてその性質または形状を失わず、長期の使用に耐える物品をいいます。

（エ）借損料（レンタル・リース料）

試作品の開発や実験等を行うために必要な機械装置のレンタル料、リース料として支払われる経費

（オ）製造・改良・加工料

試作・実験等を行うために必要な設備の製造・改良・加工に必要な費用として支払われる経費
（カ）試作費

試作品の開発・製造・改良・加工・デザイン等を行うために支払われる経費

（キ）実験費

試作に必要な実験・分析を行うために支払われる経費

（ク）設計費

試作品を製造するための機械装置等を製造する上で必要な設計をする際に支払われる経費

（ケ）委託費（一部委託に限る）

上記に該当しない費用で、試作品の開発等を委託する際に支払われる経費
６．応募資格・要件
(1)公的助成金であることから、応募事業の実施主体のうち、次の方は応募することができません。

ア．直近３事業年度の国税、地方税を完納していない者

イ．宗教活動や政治活動を目的にしている者

ウ．暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）第2条に掲げる暴力団及びこれらの利益となる活動を行う者

(2)次の要件に該当する場合は、審査の対象から除外します。 

ア．提出書類に虚偽の記載があった場合

イ．本要領に違反または著しく逸脱した場合

ウ．その他、審査結果に影響を及ぼす恐れのある不正行為があった場合

(3)事業内容が、次の各号の要件を満たしていることを基準とします。

ア. 単なる機械・器具等の購入のためのものではないとみなされるもの
イ. 同一事業に対して、国または県の他の助成金の交付を受けていないこと
７．応募方法

次の提出必要書類を、財団法人鳥取県産業振興機構まで、郵送またはご持参下さ
い。

〔提出書類〕
	1 事業提案書（様式第１０号）

対象事業別添付別紙一覧

区　　分

別紙番号

内　　容

連携事業
別紙１

連携体の構成

別紙２

事業内容

連携支援事業
別紙１－２

事業実施者の概要

別紙２－２

支援事業の目標・内容・実施期間

共通
別紙３

事業スケジュール

別紙４

収支計画

②申請者の会社案内等事業概要がわかる資料（企業案内パンフレット等）
③直近の３事業年度の貸借対照表、損益計算書

④法人登記簿謄本（個人の場合は住民票）

⑤農商工連携事業を共同で実施する事業者間の規約等（契約書、協定書等）
（注）

※②は全ての連携体構成員（公的機関を除く）について添付してください。

  ※③、④は申請者全て提出ください。
※事業提案書は、正本1部を提出してください。用紙の大きさはＡ４版、片面印刷でお願いし
ます。財務諸表、企業案内パンフレット等の印刷物については２０部提出してください。

※提出いただいた書類は、本審査以外には使用しません。また、返却できませんので、

あらかじめご了承ください。

８．交付事業の選定審査と採択基準

　　（１）審査

　　　　　　　審査は提出書類の要件確認のうえ、有識者等で構成する「鳥取県農商工連携促進ファンド
事業審査委員会」で行い、その判断等を踏まえ機構が助成金交付先を決定します。

審査委員会は事業提案者から計画のヒアリングを行い、審査基準に基づいて審査を行いま
す。審査は非公開です。

（２）採択基準

次の観点から総合的な審査を行います。

	【農商工連携事業】

1 市場性

ニーズがあるか。また、成長が期待される分野であるか。

2 革新性

競合商品・サービスとの比較において、競争優位性のある特徴を持っているか。

3 実現可能性

事業を実施する体制（資金、人員、技術等）、具体的な事業計画は整っているか。

4 地域活性化への波及効果

地域への波及効果、雇用、税収等、地域経済に好影響を与えうるか。

【農商工連携支援事業】

1 支援事業の妥当性

連携体を支援する具体的な事業計画は整っているか。

2 実現可能性

支援事業を実施する体制（資金、人員、技術等）は整っているか。

3 地域活性化への波及効果

地域への波及効果、雇用、税収等、地域経済に好影響を与えうるか。

（３）審査結果

審査結果は書面で通知します。審査内容に関するお問い合わせには応じられませんので、

あらかじめご了承ください。

（４）公表

採択された事業については事業主体名、事業名、事業概要等を公表させていただきます。

ただし、研究開発、新商品開発など開発途中にあり内容等、公表が時期尚早のもの、望まし

くないものについては、公表範囲を協議決定します。

（５）採択後のスケジュール

①書面通知後、助成金交付事業交付申請書（様式第１号）に添付書類を添えて、指定され

た期日までに提出していただきます。

②交付申請書類を調査し、助成金の交付決定を行います。助成金交付申請にかかる手続

き等については、別途、ご案内させていただきます。

③助成金は原則精算払いとなります。助成事業の完了後３０日以内に、経費支出の証拠書

類等を添付した実績報告書を提出していただき、確認させていただいたうえで、助成金を

交付いたします。ただし、売れる商品開発事業に限り、やむを得ない理由がある場合は、

事業開始後半年から１年半の間に１回限り、既使用額の範囲内で現地調査のうえ、概算

払いを行います。

4 助成金は経理上、支払いを受けた事業年度における収益として計上するものであり、法

人税等の課税対象となります。

⑤助成事業にかかる経理について、その収支の事実を明確にした証拠書類を整理し、交付

年度終了後５年間保存しなければなりません。

（６）事業成果の評価

本ファンド事業期間（１０年間）において毎年度、事業の進捗状況、成果や効果等について、

次のファンド事業全体の成果目標の観点からヒアリング等を実施します。

①農商工連携事業

【長期目標】

●中小企業者

事業化達成年度とファンド事業終了年度を比較した総売上高増加率が３％以上。

●農林漁業者

事業化達成年度とファンド事業終了年度を比較した対象農林水産物の売上高増加率が２％

以上。

②農商工連携支援事業

事業年度ごとに、当該事業年度の支援完了事業者に対して実施するアンケート調査において、

肯定的評価の割合が８０％以上。

９．スケジュール

事業期間

項　　目

実施者

時　　期

内　　容

一ケ年度
二ケ年度
三ケ年度
○

①事業提案書の提出

申請者

平成２３年

５月９日～平成２３年６月３０日

提案書により応募いただくものです。必要に応じヒアリングを
行います。

○
②事業審査委員会
機構
平成２３年
７月29日（予定）
プレゼンテーションによる審査を実施後、事業採択の当否を通知します。
○

③補助金交付申請

申請者

事業採択後

指定する日

助成金交付申請書を提出いただきます。

○

④補助金交付決定

機構

交付申請後

2～3週間後

助成事業の着手は交付決定日以降である必要があります。

○
⑤事業進捗状況報告

（初年度分）
申請者

平成２４年

４月初旬
事業の初年度実績（事業成果・支出状況・経理処理）について報告いただき、必要に応じて機構が現地調査を行います。

○
⑥実績報告書

（１２カ月事業）
申請者

交付決定から12カ月以内

助成事業全体の実績を報告いただきます。事業完了から30日以内に提出ください。
○
⑦確定通知
（１２カ月事業）
機構

現地調査から半月程度

助成金額の確定を行い、助成金の支払額を通知します。

○
⑧助成金支払い

（１２カ月事業）

機構

現地調査から１カ月程度

助成金の精算払いを行います。

○
⑨事業進捗状況報告

（２４カ月事業）
申請者

平成２５年

４月初旬
事業の翌年度実績（事業成果・支出状況・経理処理）について報告いただき、必要に応じて機構が現地調査を行います。

○
⑩実績報告書
（２４カ月事業）
申請者

交付決定から24カ月以内

助成事業全体の実績を報告いただきます。事業完了から30日以内に提出ください。

○
⑪確定通知
（２４カ月事業）
機構

現地調査から半月程度

助成金額の確定を行い、助成金の支払額を通知します。

○
⑫助成金支払い

（２４カ月事業）

機構

現地調査から１カ月程度

助成金の精算払いを行います。

10．助成事業者の義務 
(1)助成金の交付の条件
（ア）助成事業の内容変更（軽微なものを除く）をする場合は、あらかじめ計画変更の

承認を受ける必要があります。
（イ）助成事業に要する経費の配分の変更（軽微なものを除く）をする場合は、あらかじ
め計画変更の承認を受ける必要があります。
（ウ）助成事業が予定の期間内に完了しない場合、またはその遂行が困難となった場合

は、報告書を提出のうえ指示を受ける必要があります。

（エ）助成事業を中止、または廃止する場合は、速やかに届け出、その承認を受ける必

要があります。

(2)助成事業の遂行

助成金交付決定の内容及びこれに付した条件に従い、善良な管理者の注意をもっ

て助成事業を行い、助成金を他の用途へ使用することはできません。

(3)助成事業の遂行状況の報告

助成事業の遂行状況について、助成金交付決定後、3月31日時点で遂行状況報告

書により報告しなければなりません。

(4)助成事業の実績報告

助成事業が完了したときは、事業完了後30日以内に助成事業の成果を記載した実

績報告書に証拠書類を添えて報告しなければなりません。

(5)財産処分の制限

助成事業により取得、または効用の増加した財産を助成金交付の目的以外の用途に

使用し、他の者に貸付、もしくは譲り渡し、他の物件と交換し、または債務の担保

に供しようとするときは、事前に理事長の承認を受けなければなりません。

(6)立入検査等

助成事業の適性を期すために必要があるときは、事務所、事業所等に立ち入り、帳

簿書類その他の物件を検査させ、もしくは関係者に質問することがあります。

　　　　　　　       (7)助成金の経理

助成金にかかる経理について、収支を明確にした証拠の書類を整備し、かつ、これ

らの書類を助成事業が完了した日の属する年度の終了後５年間保存してください。

(8)助成事業終了後の手続き

助成事業終了後、当財団に対して、本ファンド事業終了年度分までの財務諸表等の

決算関係書類またはこれに準ずる書類を提出しなければなりません。
また、事業成果に関する調査に応じていただく場合がありますのでご承知下さい。

(９)助成後の返還義務

　　  　　　       　次の場合は、助成金の全額または一部を返還していただくことがあります。

●いつわりまたは不正の手段により、助成金の給付を受けたことが判明したとき。

●助成金を対象経費外に使用したとき。
　１１．お問い合わせ先
〒６８９－１１１２　鳥取市若葉台南７丁目５番１号
財団法人鳥取県産業振興機構

新事業創造部　小倉、勝原

ＴＥＬ０８５７－５２－６７０４　ＦＡＸ０８５７－５２－６６７３

（別　紙１）  

独立行政法人中小企業基盤整備機構法（平成十四年法律第百四十七号） 

（定義） 

第二条 この法律において「中小企業者」とは、次の各号のいずれかに該当する者をいう。 

一　資本金の額又は出資の総額が三億円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が
三百人以下の会社及び個人であって、製造業、建設業、運輸業その他の業種（次号か
ら第四号までに掲げる業種及び第五号の政令で定める業種を除く。）に属する事業を主
たる事業として営むもの
二　資本金の額又は出資の総額が一億円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が
百人以下の会社及び個人であって、卸売業（第五号の政令で定める業種を除く。）に属
する事業を主たる事業として営むもの 

三　資本金の額又は出資の総額が五千万円以下の会社並びに常時使用する従業員の数
が百人以下の会社及び個人であって、サービス業（第五号の政令で定める業種を除く。）
に属する事業を主たる事業として営むもの 

四　資本金の額又は出資の総額が五千万円以下の会社並びに常時使用する従業員の数
が五十人以下の会社及び個人であって、小売業（次号の政令で定める業種を除く。）に属
する事業を主たる事業として営むもの 

五　資本金の額又は出資の総額がその業種ごとに政令で定める金額以下の会社並びに常
時使用する従業員の数がその業種ごとに政令で定める数以下の会社及び個人であって、そ
の政令で定める業種に属する事業を主たる事業として営むもの 

六　企業組合 

七　協業組合 

八　事業協同組合、事業協同小組合、商工組合、協同組合連合会その他の特別の法律によ
り設立された組合及びその連合会であって、政令で定めるもの 

独立行政法人中小企業基盤整備機構法施行令（平成十六年政令第百八十二号） 

（中小企業者の範囲）  

第1条 独立行政法人中小企業基盤整備機構法 （以下「法」という。）第二条第一項第五号
に規定する政令で定める業種並びにその業種ごとの資本金の額又は出資の総額及び
従業員の数は、次の表のとおりとする。 

業種

資本金の額または出資の総額

従業員の数

一

ゴム製品製造業（自動車または航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く。）

3億円

900人

二

ソフトウエア業または情報処理サービス業

3億円

300人

三

旅館業

5千万円

200人

２　法第二条第一項第八号の政令で定める組合及び連合会は、次のとおりとする。 

一　事業協同組合及び事業協同小組合並びに協同組合連合会 

二　水産加工業協同組合及び水産加工業協同組合連合会 

三　商工組合及び商工組合連合会 

四　商店街振興組合及び商店街振興組合連合会 

五　生活衛生同業組合、生活衛生同業小組合及び生活衛生同業組合連合会であって、その
直接又は間接の構成員の三分の二以上が五千万円（卸売業を主たる事業とする事業者に
ついては、一億円）以下の金額をその資本金の額若しくは出資の総額とする法人又は常時
五十人（卸売業又はサービス業を主たる事業とする事業者については、百人）以下の従業
員を使用する者であるもの 

六　酒造組合、酒造組合連合会及び酒造組合中央会であって、その直接又は間接の構成員
たる酒類製造業者の三分の二以上が三億円以下の金額をその資本金の額若しくは出資の
総額とする法人又は常時三百人以下の従業員を使用する者であるもの並びに酒販組合、
酒販組合連合会及び酒販組合中央会であって、その直接又は間接の構成員たる酒類販売
業者の三分の二以上が五千万円（酒類卸売業者については、一億円）以下の金額をその
資本金の額若しくは出資の総額とする法人又は常時五十人（酒類卸売業者については、百
人）以下の従業員を使用する者であるもの
七　内航海運組合及び内航海運組合連合会であって、その直接又は間接の構成員たる内航
海運事業を営む者の三分の二以上が三億円以下の金額をその資本金の額若しくは出資の
総額とする法人又は常時三百人以下の従業員を使用する者であるもの 

八　鉱工業技術研究組合であって、その直接又は間接の構成員の三分の二以上が法第二条
第一項第一号から第七号までに規定する中小企業者であるもの
（別　紙２）

特定非営利活動促進法（平成十年法律第七号）

第2条 この法律において「特定非営利活動」とは、別表に掲げる活動に該当する活動で
あって、不特定かつ多数のものの利益の増進に寄与することを目的とするものをいう。 
２ 　この法律において「特定非営利活動法人」とは、特定非営利活動を行うことを主たる
目的とし、次の各号のいずれにも該当する団体であって、この法律の定めるところにより
設立された法人をいう。
一 　次のいずれにも該当する団体であって、営利を目的としないものであること。
イ　社員の資格の得喪に関して、不当な条件を付さないこと。
ロ　役員のうち報酬を受ける者の数が、役員総数の三分の一以下であること。
二 　その行う活動が次のいずれにも該当する団体であること。
イ　宗教の教義を広め、儀式行事を行い、及び信者を教化育成することを主たる目的と
するものでないこと。
ロ　政治上の主義を推進し、支持し、又はこれに反対することを主たる目的とするもので
ないこと。
ハ　特定の公職（ （昭和二十五年法律第百号）第三条 に規定する公職をいう。以下
同じ。）の候補者（当該候補者になろうとする者を含む。）若しくは公職にある者又は政党
を推薦し、支持し、又はこれらに反対することを目的とするものでないこと。

別表　（第二条関係） 
一　保健、医療又は福祉の増進を図る活動
二　社会教育の推進を図る活動
三　まちづくりの推進を図る活動
四　学術、文化、芸術又はスポーツの振興を図る活動
五　環境の保全を図る活動
六　災害救援活動
七　地域安全活動
八　人権の擁護又は平和の推進を図る活動
九　国際協力の活動
十　男女共同参画社会の形成の促進を図る活動
十一　子どもの健全育成を図る活動
十二　情報化社会の発展を図る活動
十三　科学技術の振興を図る活動
十四　経済活動の活性化を図る活動
十五　職業能力の開発又は雇用機会の拡充を支援する活動
十六　消費者の保護を図る活動
十七　前各号に掲げる活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の活動
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